
公益社団法人秦野市シルバー人材センター事務局嘱託職員就業規

程 

（平成２８年４月１日施行） 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は、公益社団法人秦野市シルバー人材センター（以下「セン

ター」という。）の職員のうち、嘱託職員の就業、報酬等について、必要な

事項を定める。 

２ この規程に定めるもののほか、嘱託職員の就業、報酬等に関する事項は、

労働基準法（昭和２２年法律第４９号）その他の法令の定めるところによ

る。 

（雇用の原則） 

第２条 理事長は、嘱託職員を雇用する場合において、知識、業務遂行能力等

を考慮し、慎重かつ公正に選考しなければならない。 

（嘱託職員の定義） 

第３条 嘱託職員とは、月額報酬を受け、常勤で勤務する有期雇用契約の職員

をいう。 

（雇用） 

第４条 理事長は、嘱託職員を雇用する場合は、雇用書（兼）承諾書（別記様

式）をその職員に対して交付しなければならない。 

（雇用期間） 

第５条 嘱託職員の雇用期間は、１年（年度の途中に雇用された場合は、その

年度の末日まで）とする。ただし、理事長が認めるときは、雇用期間が満了

する日の翌日から４年を限度として、１年ごとに雇用期間を更新することが

できる。 

２ 通算雇用期間が５年を超えた場合は、別に定める様式により申し込むこと

により、現在の雇用期間における末日の翌日から、期間の定めのない無期労

働契約に転換することが出来る。ただし、無期労働契約へ転換した嘱託職員

の定年等の定めについては、公益社団法人秦野市シルバー人材センター事務

局職員就業規程第３７条を準用する。 

３ この規程に定める労働条件は、前項に定める無期雇用契約に転換した後も

引き続き適用する。 

４ 第２項に規定する通算雇用期間は、平成２５年４月１日以降に開始する期
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間の定めがある有期労働契約の契約期間を通算するものとし、現在の雇用期

間における末日までの期間とする。 

（報酬等） 

第６条 嘱託職員の報酬、通勤手当、時間外手当及び期末手当については、次

に定める基準に従って、理事長が予算の範囲内で別に定める。 

(1) 報酬は、月額をもって支給し、その支給方法等は公益社団法人秦野市

シルバー人材センター事務局職員の給与に関する規程（平成８年２月２

７日施行。以下この条において「給与規程」という。）による。 

(2) 通勤手当は、給与規程第２条の規定により算出した額を支給する。 

(3) 時間外手当は、勤務１時間当たりの報酬額を基礎として、給与規程第

２条の規定により算出した額を支給する。 

(4) 期末手当は、１会計年度につき、月額報酬の３．５か月分（６月期１．

７５月、１２月期１．７５月）の額を基本額として予算の範囲内で支給

するものとし、在職期間の算定等支給方法については、給与規程第２条

の規定による。 

（勤務時間、休暇等） 

第７条 嘱託職員の勤務時間、休暇等については、公益社団法人秦野市シルバ

ー人材センター事務局職員就業規程（平成８年２月２７日施行。以下「就業

規程」という。）第６条から第２２条の規定を準用する。 

（服務） 

第８条 嘱託職員の服務については、就業規程第２４条から第３２条の規定を

準用する。 

（休職、復職及び退職） 

第９条 嘱託職員の休職、復職及び退職については、就業規程第３３条から第

４０条の規定を準用する。 

（制裁） 

第１０条 嘱託職員の制裁については、就業規程第４７条から第４８条の規定

を準用する。 

（安全衛生等） 

第１１条 嘱託職員の安全衛生等については、就業規程第４９条から第５４条

の規定を準用する。 

（委任） 

第１２条 この規程に定めるもののほか、嘱託職員の就業、報酬等について必
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要な事項は、理事長が別に定める。 

 

   附 則 

この規程は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成２９年１１月１７日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成３１年４月１９日から施行し、平成３１年４月１日から適

用する。 

   附 則（令和３年３月２６日議案第２２号） 

この規程は、令和３年３月２６日から施行する。 

附 則（令和６年１月１９日議案第１８号） 

この規程は、令和６年４月１日から施行する。 

附 則（令和７年１月１７日議案第２２号） 

この規程は、令和７年４月１日から施行する。 

附 則（令和７年４月１８日議案第１号） 

この規程は、令和７年４月１８日から施行し、令和７年４月１日から適用す

る。 

附 則（令和７年１１月２１日議案第１３号） 

この規程は、令和８年４月１日から施行し、改正後の第４条のうち、１２月

期の支給率は令和７年１２月１日から適用する。 
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別記様式（第４条関係） 

 

雇 用 書 （ 兼 ） 承 諾 書  

職 名  氏 名  

あなたを次の条件により雇用します。 

 

１ 勤務場所   

 

２ 報  酬  月額          円 

 

３ 通勤手当  月額          円 

※公務で出張するときの旅費は、正職員に適用される例によります。 

 

４ 雇用期間      年  月  日から    年  月  日まで 

 

５ 勤務時間  １日につき  時間  分 

 

６ 勤務内容  次のとおりとする。 

（                        ） 

７ その他  公益社団法人秦野市シルバー人材センター事務局嘱託職員就

業規程の他、正職員に適用される諸規程によります。 

 

  年  月  日 

 

公益社団法人秦野市シルバー人材センター 

理事長             ㊞ 

上記の条件のもとに勤務します。 

氏名              ㊞ 

※ この書面は２部作成し、本人及び任命権者が各１部ずつ保管する。 
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